
令和 倍 表 1 

％ 

30 

赤城町上三原田 全域 30 

赤城町北赤城［廿 I全域 I 30 I 1. 1 

赤城町北上野 I全域 I 30 

赤城町栄

全農域業振興地域内の農用地区域

I 30 

赤城町敷島

l 県道下久屋・渋川線沿、 町哨 I純 15飩 26

•前橋線沿

， ‘ 上記以外の地域

上記以外の地域

1 県道 ・渋川線沿、県道津久田f、J40 I l. 1中 20中 37中 17中 26 

•前橋線沿

2 上記以外の地域 30 I 1. 1中 5.8中

赤城町滝沢 30 

赤城町棚下 30 1. 1 
純 4.I,t: 3.t 4., 

赤城町樽 30 1. 1 純 3. 8. 1 3. 3. 8 

赤城町津久田 農業振株地域内の農用地区域

1 上要地方道大間々・上白井線沿の栗のI I純 15飩 24

木）iiより西側の地域、 ・社

川線沿、県道津久山停車場・前橋線沿

2 上記以外の地域

記以外の地域

1 主要地方道大間々・ 白井線沿の栗の 40 I 1. 1中 20中 34中 17中 30 

木川より西側の地域、県道下久屋・秒

川線沿、県道津久田停車場・前橋線沿

2 ヒ記以外の地域 30 I 1. 1 中 6.4中 12し屯 5.3し10 

赤城町長井小川田 農業振巽地域内の農用地区域

1 県道赤城山・敷島停車場線沿 I純 7食 7飩 12

2 上記以外の地域 I純 5.8飩 8.1 

上記以外の地域

l 県道赤城山・敷島停車場線沿 I so I 1. 1 I中 121中 18飩 9.4卸 12



令和 倍 表 2頁

％ 

2 上記以外の地域 I 30 

赤城町溝呂木

上全匂．要域記地方道人間々・

30 

以外の地域 30 1.1 

赤城町見亡 30 

赤城町南赤城山 主要地方道大間々・ 白井線沿 30 

30 

30 

赤城町宮田 仝域 30 

赤城町深山 全域 30 

赤城町持柏木 全域 30 I 1. 1 純 4. 7し7. 9し屯 5. 1~屯 5. 6 

阿久津

仝農域業振奥地域内の農用地区城

I 40 

有馬

1 主要地方消高崎・渋川バイパス線沿、 1 隣 15飩 20

田・小倉線沿

2 主要地方道高崎・ ・渋川線沿 純 13飩 19

3 市道南部幹線沿 隣 19 

4 熊沢、 、塚内、城ノに牛上沢、 1

五輪'lE

5 上記以外の地域

上記以外の地域

1 主要地方道高崎・渋川バイパス線沿、 40 1.1中 24中 35巾 29中 29

田・小倉線沿

2 主要地方道高崎・ ・渋川線沿 | 40 I. 11中 191中 29沖 261中 26

3 巾泊南部幹線沿 40 I 1. 1中 17中 29中 26仲 26

4 熊沢、堂山、塚内、城ノ上、牛王沢、

五輪平

(1) 県道渋川・吉岡線沿 30 l. 1 中 4食 6. 1中 7.3中 7書 3

(2)上記以外の地域 30 1.1 純 3.

5 上記以外の地域 I 40 

い1伊香保町伊香保 都市計画の用途地域の指定がある地域 I 40 



令和 倍 表

適 用 地 域

い1伊香保町伊香保 上記以外の地域

1 地区域

(1) ~・ツ 純 14飩 36

(2)上記以外の地域 純 10純 24

2 上記以外の地域

(1)河原畑、 大日向、乙外旦」 40 1. 1中 33中 60中 24中 24

、甲梨木、 甲 h^廟輪平、 乙h
輪平

(2) ーツ 湯沢 40 1.1 中 27中

(3)上記以外の地域 30 1. 1 純 l2純

伊香保町水沢 住要地方道前橋・伊香保線沿

l 人茂沢、門口、妙光塚、薬師、朝日、 40 I 1. 1 中

、埠場

2 上記以外の地域 40 1.1 中

上記以外の地域 30 1.1 中

伊香保町湯中了- 全域 I 30 

都市計画の用途地域の指定がある地域 I 40 

ヒ記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) I純 9.8飩 19

(2)手川、西浦 (1419~1496糊 I純 8.2飩 13

地）、唐沢 (27 4 8番地以降）

(3) 上記以外の地域 隣 3,3飩 5.3 

2 上記以外の地域

(1) 」40 1. 1 中 15中 28中 14中 l

(2) T：川、西浦 (14 1 9 ~ 1 4 9 6 40 I. 1 中 16中 27中 18中 l8

地）、唐沢 (27 4 8番地以降）

(3) 県道渋川・吉岡線沿 30 1. 1 
9 9 5省：9喩I9l93 

(4) 上記以外の地域 30 1.1 純 3. 5. 5. 5. 2 

うI祖母島 濃巣振興地域内の農用地区域

1 

3頁
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適 用 地 域

う1祖母島 2 上記以外の地域

上記以外の地域

1 II・ 40 1.1 
中 6: 9. 8中 7:t77  

2 県道渋川・吉岡線沿 30 1.1 中 4. 9. 6 1 5. 5. 

3 上記以外の地域 30 l. 1 純 3. 6. 7飩 5.3飩 5.3 

小野子 農卜業振興地域内の農用地区域 I純 1.9飩 2.7 

記以外の地域

1 3 5 3号線沿 I 40 1. 11中 2.8仲 4. 11中 5.吋中 5. 5 

2 上記以外の地域 30 

州金井 I都市計画の用途地域の指定がある地域 40 I L 1周比贔］比準比準比準

L記以外の地域

l 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方消渋川・東吾妻線沿 純 13飩 30

(2) 下新田、逆川、赤城、 純 8.6飩 12

戸神、西貝戸、 西裏、堀貝戸

(3) 上記以外の地域

， 必 上記以外の地域

(1) 主変地方道渋川・ 40 1.1 中 19 中 39中 13 中 13 

(2) 県道誤川・吉岡線沿 30 1.1 中 7.2中 21中 9.5中 9.5

(3) 下新田、逆川、赤城、瞑神、堂場、 40 1.1 中 14 中 21巾 10 中 10 

西貝戸、東裏、西裏、堀貝戸

、西原、

(4)上記以外の地域 30 I l. 1 純 5.4し8.4し屯 4.3し屯 4. 3 

白井 農業振卯地域内の農用地区域

上記以外の地域

1 1 7号線沿 40 l. 1 中 4,lし5,7中 5,t53

2 上記以外の地域 30 1.1 純 3.1 4. 4 勺 2. 2. 8 

川島 濃業振撲地域内の農用地区域

l 主要地方道渋川・ I純 7.3飩 10



令和 倍 表 5頁

適 用 地域

汎 J11 2 上記以外の地域

上記以外の地域

ー II・ 

きI北牧

2 県道渋川・吉岡線沿

3 上記以外の地域

衰業振罪地域内の農用地区域

1 国逗35 3号線恰、市道鯉沢・北牧？＇£

（旧国道 35 3号線）沿

2 上記以外の地域

上記以外の地域

10 I 1. 1 I中 121中 16沖，． l|中 9.1 

30 I I. 1 I中 6.51中 12|中 6.3仲 6.31 

30 I L 1 I純 3.4飩 9.6飩 4.7飩 4.7 

6. 5 

4.0 

1 国道 35 3号線沿、市道鯉沢・北牧綱 40 | l. l |l|1 7. 8|1|1 13|1ド5.31中 5.3 

（旧国道 35 3号線）沿

しI渋川

2 上記以外の地域

市計画の用途地域の指定がある地域

上記以外の地域

l )農菓振典地域内の農用地区域

(1) 主要地方道渋川・松井田線沿

(2) 

(3) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

大野、上ノ

白井

(1) 主要地方道渋川・松井田線沿

(2) 中了・、鷹立、上平、大野、上ノ肱

イ 県道渋川・吉岡線沿

r.1 上記以外の地域

(3)上記以外の地域

哀業振典地域内の農用地区域

ー 1 7号線沿

2 上記以外の地域

記以外の地域

30 I 4.5飩 2.6飩 2.8 

40 I 1. 1 I周比準騎比準I比準I比準

純 l 34 

純 3.2飩 5.8 

40 I 1. 1 I中 18|It1 48仲 26仲 26

30 I 1. 1 I中 6.41中 101中 101中 10

30 I 1. 1 I純 3.8飩 6.9飩 7．僻厄 7.

40 I I. 1 I中 l6仲 30|中 16仲 l6

23 
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適 用 地 域

1 国道 17号線沿

2 上記以外の地域

lj'豆業振膜地域内の農用地区域

1 国道 17号線沿、国道 29 1号線沿、

3 5 3号線沿、市道鯉沢・北牧i
（旧国道 35 3 

2
 

3 5 3 り南側の地域

3 巳記以外の地域

ヒ記以外の地域

借肌栓

中1/ ff ゴロ

％ 

40 
惰1 /i!' 
20中 30

30 I l. 1 I中国中

17 

15 

3.9 

1 国追 l7号線沿、国道 29 l号線沿、 I10 I 1. 1伸 20伸 30伸 5.31中 5.3 
3 5 3号線沿、市道鯉沢・北牧傘

（旧国道 35 3号線）沿

中村

2 3 5 3号線より南側の地域 30 1. 1 中 25 中 4.7 中 4.7 

3 上記以外の地域 30 1. 1 純 3 4. 4 む、12. 8 純 3.l 

市計画の用途地域の指定がある地域 40 l亀 1周比 比準 比準 比準

上記以外の地域

l 隈菓振典地域内の農用地区域 純 8.

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 1 3中 27中 2」巾 2

衰業振罪地域内の農用地区域

1 主要地方道渋川・

2 上記以外の地域

記以外の地域

1 主要地方道渋川・ 30 1.1 中 7 16 中 12 中 12 

2 上記以外の地域 30 l. 1 純 4 6. 5 中 7.7 中 7.7 

市計画の用途地域の指定がある地域 40 1. 1 周比 比準 比準 比準

上記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) •安中・渋川線沿、 26 

市道南部幹線沿

(2)滝の沢川より南側の地域 13 

21 

南牧

はI半田
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適 用 地 域

2 上記以外の地域

(1) II線沿、 40 I 1. 1中 18中 39仲 311中 31

市道南部幹線沿

(2)滝の沢川より南側の地域 40 1. 1 
中 9121

中 19中 1

(3)利恨川より東側の地域 40 1.1 15 中 14中 l

(4) 上記以外の地域 40 1. l 中 31中 22中 22

業振株地域内の農用地区域

1 国逝 17号線沿、 2 9 1号線沿、 1 I純 15純 23

3 5 3号線沿、市道鯉沢・北牧{

（旧国道 35 3号線）沿

2 3 5 3号線より南側の地域

3 上記以外の地域 I純 2.7飩 3.9 

上記以外の地域

l 国道 17号線沿、 2 9 1号線沿、 40 I 1. 1中 20中 30 比準比準

国消 35 3号線沿、市消鯉沢・北牧弟

（旧 3 5 3 沿

2 3 5 3号線より南側の地域 30 1. 1 中 国中 25仲 4.71中 4.8

3 上記以外の地域 30 1.1 純 3.1 

ほI北橘町赤城山 全域 30 1. 1 純 3.1飩 6.5飩 4.1飩 13

北橘町-い肯室 囚道 35 3号線沿、県道持柏木・ I 40 l. 1椅i1i l0卵ti 15楕i11i6. l卵1i 20 

上記以外の地域

1 国道 35 3号線より南側の地域 30 1. 1 
純2I6t・t1, 

2 ト．記以外の地域 30 1.1 純 2. 6. 4. 13 

北橘町上箱田 国道 35 3号線沿 | 40 I. 11純 7.5飩 13飩 6.I飩 20

上記以外の地域 I 30 1. 1 I純 3.2飩 6.3飩 4.1飩 13

北橘町小室 | 30 

北橘町下南室 I 40 l. l 椅逍 10浄11 12脊屯 7.5條厄 26 

上記以外の地域 I 30 1. 1 I純 3.2飩 6.4飩 5.7飩 21

北橘町下箱田 農業振巽地域内の農川地区域

l 国道29 l号線（旧国道 l7号線）沿 純 13飩 19

2 セキド、橘、山崎、 純 12飩 20
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適 用 地 域

ほI北橘町ド箱田 3 上記以外の地域

上記以外の地域

1 2 9 1 (In 1 7号線）沿 40 1.1 
中 3t 60 

中 16中 54

2 岩上、セキ下、橘、山崎、 40 1.1 純 1 22 巾 8.8巾 3

3 上記以外の地域 I 30 

北橘町箱田 主要地方道渋川・大胡線沿 40 1. 1 
純8tl2 純 9.I 34 

日靡記以外の地域 30 1. 1 純 2. 5.5 純 6る 21

北橘町八崎 農業振靱地域内の農用地区域

l 3 5 3号線沿、主要地方道談川・

大胡線沿

2 上記以外の地域 I純 4.2飩 8.0

上記以外の地域

11 • I 40 1.1中 16中 24中 23中 5l 3 5 3 
大胡線沿

2 30 1. 1 純 4.5r8.2 ! 4. 6 純 l

北橘町分郷八崎 農巣振罪地域内の農用地区域

1 主要地方道渋川・大胡線沿

， 必 上記以外の地域

上記以外の地域

1 主要地方道渋川・大胡線沿 4 0 1.1 中 16 中 24中 23中 69

2 上記以外の地域 30 1.1 純 5.5 純 10! 4. 6飩 l

北橘町真墜 農業振輿地域内の農用地区域

1 t要地方道渋川・大胡線沿 I純 12飩 16

2 県道持柏木•寄届線沿 I純 7.5飩 10

3 上記以外の地域

記以外の地域

1 主要地方道渋川・大胡線沿 40 I 1. 1中 16中 24中 25中 73

2 県道持柏木•寄居線沿 30 I. 1 中 10|中 l 5飩 9.8飩 34

3 上記以外の地域 30 1. 1 純 3.1飩 5.5飩 6.4飩 16
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適 用 地域

市計画の用途地域の指定がある地域

上記以外の地域

借肌栓

中1/ ff ゴロ

％ 

40 

ー 地区域

・渋川バイパス線沿

出・小倉線沿

(2) 市道南部幹線沿

(1) 

純

(3) 1~1284 

29番地

イパス線沿を

(4) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道高崎・渋JIIバイパス線」 40 l. 1 l'I I 26lr! I 3311ド 38叶l 38 

田・小倉線沿

(2) 市道南部幹線沿 40 1. 1 中 18 中 28中 31中 31

(3) 1~1284番地、 1408~1440 l亀 1中 10 中 21中 13 中 13 

2 9番地（主要地力ふ謂高崎・羨川バ

イパス線沿を除く）

むI村上

(4) 県道渋川・古岡線沿

(5) 上記以外の地域

衰業振罪地域内の農用地区域

上記以外の地域

1 国道 35 3号線沿

八木原

2 上記以外の地域

農業振輿地域内の農用地区域

l t要地方道高崎・

2 市道南部幹線沿

1408~14 

高崎・渋）IIバ

・誤川線沿

3 滝の沢川より南側の地域

4 上記以外の地域

上記以外の地域

1 主要地方道高崎・安中・渋川線沿

2 市道南部幹線沿

純

30 I 1. 1 I中 7.51中 18|中＆ l|中 8.l 

30 I 1. 1 I純 4.6飩 12飩 6.l顧 6.1 

20 

9

7

 

l

l

 

9.8 

ー
~3

 

40 | l. 1 1中 2.8仲 1.31中 6.81中 6.8

30 I 1. 1 I純 2.0飩 3,3飩 3,2飩 3,2 

純

純

25 

24 

l 3 

14 

40 I I. 1 I中 231中 37|中 36仲 36

40 I 1. 1 I中 1叶中 37沖 261中 26 
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適 用 地域

対八木 原

よI横堀

倍

3 滝の沢川より南側の地域

4 上記以外の地域

lj'豆業振膜地域内の農用地区域

上記以外の地域

表 10頁

..'I,.;中 1[ふ
40 I l. 1 I中 1 29中 22 

2. 3.9 

ー 3 5 3 40 I L 1 I中 5.61中 7.8仲 4.71中 4.7 

2 上記以外の地域 30 I 1. 1 I純 3.1飩 4.4飩 3.0飩 3.


